
45

★★
★ 国

民
年
金
の
加
入
手
続
き
は
お
済
で
す
か
？

　

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
お
住
ま
い
の
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方
が
加
入
し
、
保
険
料
を

納
め
、
支
え
あ
う
制
度
で
す
。

　

国
民
年
金
は
、
社
会
全
体
の
「
世
代
間
扶
養
」
の

し
く
み
で
成
り
立
つ
「
公
的
年
金
制
度
」
と
し
て
、

生
涯
に
わ
た
り
み
な
さ
ん
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
月
額
１
３　

５
８
０
円

で
す
。
な
お
、
保
険
料
を
ま
と
め
て
前
払
い
す
る
こ

と
に
よ
り
割
引
さ
れ
る
前
納
制
度
や
、
口
座
振
替
に

よ
る
早
割
制
度
も
あ
り
ま
す
。

※
口
座
振
替
に
は
、
毎
月
の
保
険
料
が
翌
月
末
に
引

落
し
さ
れ
る
翌
月
末
振
替
と
、
毎
月
の
保
険
料
が
当

月
末
に
引
落
し
さ
れ
、
月
額
40
円
が
割
引
と
な
る
当

月
末
振
替
（
早
割
制
度
）
が
あ
り
ま
す
。

【
メ
リ
ッ
ト
１
】
国
民
年
金
は
、
生
涯
に
わ
た
り
、

み
な
さ
ん
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
年
金
は
、
老
後

の
生
活
を
支
え
る
老
齢
基
礎
年
金
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
不
慮
の
事
故
等
で
重
い
障
害
が
残
っ
て

し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
障
害
の
程
度
に
よ
り

障
害
基
礎
年
金
が
、
ま
た
、
不
幸
に
し
て
亡
く
な

ら
れ
た
と
き
に
は
遺
族
基
礎
年
金
が
、
み
な
さ
ん

と
ご
家
族
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

【
メ
リ
ッ
ト
２
】
納
め
ら
れ
た
保
険
料
は
、
全
額
、

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

問
い
合
わ
せ　

町
民
環
境
課　

℡
66
・
７
１
１
５

川
越
町
職
員
の
給
与
等
を
公
表
し
ま
す

川
越
町
職
員
の
給
与
等
を
公
表
し
ま
す

　

川
越
町
職
員
の
給
与
等
の
内
容
を
町
民
の
み
な
さ
ま
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
「
川
越
町

人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
給
与
や

部
門
別
の
職
員
数
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
（
こ
の
記
事
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
総

務
課
（
℡
66
・
７
１
１
３
）
ま
で
） 

☆職員の採用状況
平成17年4月1日

職　種
一般事務
保 健 師
合　計

採用者数
２　人
１　人
３　人

※職員の採用は、行政需要の動向
や今後の退職者予定数等を考慮し
て行っています。

☆人件費の状況

※人件費には、町長等特別職及び職員の給与並びに議
員等の報酬ほか、市町村職員共済組合等の負担金を含
みます。

人　件　費
939,321

歳出額に占める人件費率

15.10%

（単位：千円）
（平成16年度普通会計決算額）

　１日の勤務時間は、午前８時30分から午後５時15分
までで、週40時間勤務です。原則週休２日制となって
います。

☆勤務時間

　休暇には、大きく次の４つがあります。
①年次有給休暇：１年（暦年）あたり20日間与
えられます。残日数がある場合は、20日を限度とし
て翌年に繰り越すことができます。
②病気休暇：病気療養に必要な期間（90日以内）
については有給扱いとなります。
③特別休暇：特定の事由に基づいて有給が認
められます。結婚休暇・忌引休暇・産前休暇・産
後休暇・夏季休暇等です。
④介護休暇：同居の家族の介護が必要な期間

（連続する180日以内）について無給となります。

☆休暇制度

☆職員の平均給料月額・平均年齢の状況

一般行政職

技能労務職

平均給料月額
336,300円

265,600円

平均年齢
39.1歳

52.0歳

（平成17年4月1日現在）

区　分
総務関係
民生関係
衛生関係
教育関係
合　計

配偶者

配偶者以外の扶養家族2人まで

ただし、配偶者のない場合の1人目

（配偶者が扶養家族でない場合、1人目のみ

3人目

借家、借間居住者

自宅居住者

交通機関利用者

交通用具利用者

13,500円
6,000円

11,000円
6,500円）

5,000円

支給対象額12,000円を超える額

ただし最高支給限度額　　27,000円
3,400円

支給限度額　55,000円
片道２km以上の距離に応じて2,000円～　24,500円

定年退職
０　人
０　人
０　人
０　人
０　人

６ 月 期
12月期

計

期 末 手 当
勤 勉 手 当

退 職 手 当

期 末 手 当
1 . 4 0 月 分
1 . 6 0 月 分
3 . 0 0 月 分

勤 勉 手 当
0 . 7 0 月 分
0 . 7 0 月 分
1 . 4 0 月 分

勧奨退職
１　人
１　人
１　人
０　人
３　人

普通退職等

０　人
１　人
０　人
１　人
２　人

合　計
１　人
２　人
１　人
１　人
５　人

☆職員の退職状況

☆期末手当及び勤勉手当並びに退職手当の状況

（平成16年度）

（平成17年4月1日現在）

（平成17年4月1日現在）
☆扶養手当、住居手当及び通勤手当の状況

☆健康管理事業の状況
《川越町職員の福利厚生事業関係》

☆財団法人三重県市町村職員互助会への
　　　　　　　　　　　　　　　負担金等の状況

財団法人三重県市町村職員互助会事業の状況

☆部門別職員数の状況

議　　会
総務企画
税　　務
農林水産
土　　木
民　　生
衛　　生
小　　計
教　　育
小　　計
水　　道
下 水 道
診療その他

小　　計

※職員数には、教育長を含みます。

（各年4月1日現在）
（単位：人）

扶
養
手
当

住
居
手
当

通
勤

手
当

公
営
企
業
等

部　
　
　

門

一
般
行
政
部
門

特別行政
部　　門

3
19
7
2

10
28
8

77
24
24
5
5
9

19
120

3
20
7
2

10
28
10
80
24
24
5
4
9

18
122

0
-1
0
0
0
0

-2
-3
0
0
0
1
0
1

-2

平成１７年 平成１６年

職　員　数区　分

部　門

合　　　計

増 減 数

対 前 年

☆経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

経験年数10年

260,900円

―

―

大学卒

高校卒

高校卒

 

技能労務職

経験年数15年

301,400円

269,300円

219,900円

経験年数20年

341,500円

290,800円

238,400円

経験年数25年

388,000円

385,100円

276,100円

（平成17年4月1日現在）

区　　　分

一般行政職

※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

☆一般行政職の級別職員数の状況 （平成17年4月1日現在）

標 準 的な
職 務 内 容

職員数（人）

構成比（%）

15

20.8

16

22.2

5

7.0

12

16.7

7

9.7

15

20.8

72

100

区　　分

0

主事補
技師補

2

2.8

主　事
技　師

主　事
　技　師　

係　長
主　査

課長補佐
主　幹

部長・課長
主　監

主　任

1　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 計

（ 支 給 率 ）
勤 続 2 0 年
勤 続 2 5 年
勤 続 3 5 年
最 高 限 度

自 己 都 合
21.000月分
33.750月分
47.500月分
59.280月分

定 年・勧 奨
27.300月分
42.120月分
59.280月分
29.280月分

●職制上の段階、職務の級等による加算措置があります。

※期末・勤勉手当の支給割合、退職手当の支給率は国と同じです。

６ 月 期

12月期

計

2 . 1 0 月 分

2 . 3 0 月 分

4 . 4 0 月 分

☆特別職の報酬等の状況
（平成17年4月1日現在）

区　　分

町　　長

収 入 役

教 育 長

議　　長

副 議 長

委 員 長

議　　員

期末手当報酬月額等

863,000円

601,000円

582,000円

329,000円

262,000円

242,000円

232,000円

●条例に基づき給料
月額等の20％の加算
措置があります。

事業の名称

1,844千円平成16年度健康管理事業の決算額

10,748千円平成16年度　負　担　金　等

一般健康診断

特殊健康診断

その他健康診断

事業の内容

事　業　名 事業の内容

職員の一般的な健康状態を把握し、保
健指導を実施しています。

有害な業務に常時従事する職員に業務
上疾病が発生するのを予防することを
目的に実施しています。

生活習慣病の予防を目的とした各種が
ん検診等の健康診断を実施しています。

福利厚生事業 法律相談、災害見舞金等及び職場研修等の助成

地域振興助成・防災支援助成公 益 事 業

その他の福利厚生事業

事　業　名 事業の内容

その他の福利厚生事業 体育クラブ助成、公共施設利用料の助成

保
険
料
は
…
？
月
額
１
３　

５
８
０
円

国
民
年
金
の
メ
リ
ッ
ト
は
？

笑いの中にも心に残る
　　「子育てのヒント」が魅力的！

パパママちびっ子
面白子育て講座
パパママちびっ子
面白子育て講座
パパママちびっ子
面白子育て講座

「笑いながら遊ぶ・遊びながら学
ぶ　子育てのコツ」
★子どもがイキイキと豊かに育つ
遊びの話
★遊びの体験（子どもの発達をふ
まえて作られた、ヨーロッパで評
価の高い木のオモチャの体験）
※お子さんと一緒に参加できます。
パパママだけの参加もOK！
岩城敏之さん（KID’Sいわきパフ
代表）
１月19日（木）までに、健康管理
センターへお申し込みください。
就学前のお子さんとパパ、ママ

と　き　１月２１日（土）

と こ ろ　川越町総合体育館１階柔剣道場
１０：００～１１：３０

《申込先・問い合わせ》
　健康管理センター　℡65・1399

国民
年金

◎川越町職員給与等の公表

，
，

内 　容

講 　師

申 　込

対 　象

※満16歳～満22歳の子については、5,000円を加算


